
　（　（　（　（１１１１）　）　）　）　軽油軽油軽油軽油のののの引取数量引取数量引取数量引取数量のののの状況状況状況状況

① 240,978 kl

② 19,818 kl

③ 221,160 kl

　1/100 2,090 kl

0.3/100 36 kl

　④ 2,126 kl

　⑤ 219,034 kl

kl

kl

kl

kl

336 kl

10 kl

kl

kl

kl

403 kl

4 kl

⑥ 739 kl

⑦ 14 kl

⑧ 725 kl

219,759 kl

本 店 の 数 0 件

登 録 数 18 件

事 務 所 等 の 数 27 件

本 店 の 数 45 件

登 録 数 148 件

事 務 所 等 の 数 262 件

本 店 の 数 45 件

登 録 数 166 件

事 務 所 等 の 数 289 件

本 店 の 数 1 件

事 務 所 等 の 数 4 件

本 店 の 数 件

事 務 所 等 の 数 件

（注） １. 「欠減量」 とは、軽油の引取りの際に物理的に霧散してしまうとされる軽油の数量をいう　（旧法700の11③）。

２.

３.

　課　　税　　対　　象　　と　　な　　ら　　な　　い　　数　　量

差　　　　　　　　　　　　　引　　　①－②

欠
減
量

特 約 業 者 分

元 売 業 者

計

　引　　　　　　　　　 取　　　　　　　　　 数　　　　　　　　　 量

区　　　　　　　　分 数　　量　・　件　　数

       課　　　税　　　標　　　準　　　量　　　　⑥－⑦

申
　
告
 

納
　
付
　
等
　
の
　
分

　燃料炭化水素油の販売量　（旧法700の３ ③）

　課税対象とならない数量

　軽油又は燃料炭化水素油の販売量　（旧法700の３ ④）

　課税対象とならない数量

　炭化水素油の消費量　（旧法７００の３ ⑤）
　課税対象とならない数量

　課税対象とならない数量の計

　みなす課税された軽油の消費・譲渡量　（旧法７００の４ ①Ⅴ）

課　　　　税　　　　標　　　　準　　　　量　　　③－④

　課税対象とならない数量

　みなす課税された軽油の輸入量　（旧法７００の４ ①Ⅵ）

特 　約 　業 　者

　その他

　課税対象とならない数量

　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　⑤＋⑧

元 　売 　業 　者

特
別
徴
収
義
務
者
数
等

１６１６１６１６　　　　　　　　軽油引取税軽油引取税軽油引取税軽油引取税のののの課税状況課税状況課税状況課税状況

れた軽油から控除された数量の合計数量をいう。

計

仮　特　約　業　者

そ　の　他　の　者

「その他」 とは、特別徴収義務が消滅したときの所有量 （旧法700の３⑥）、特約業者の自己消費（旧法700の４①Ⅰ）、元売業者

の自己消費（旧法700の４①Ⅱ）、免税軽油の譲渡（旧法700の４①Ⅲ）、免税軽油の用途外使用（旧法700の４①Ⅳ）によりみなす課

税された軽油及び免税軽油の不正受給（旧法700の16④（旧法700の19⑤の準用含む））により課税された軽油の合計数量をいう。

「 そ の 他 」 の 欄 の う ち 「 課 税 対 象 と な ら な い 数 量 」 と は 、 特 別 徴 収 義 務 が 消 滅 し た と き の 所 有 量 か ら 控 除 さ れ た 数 量

（旧法700の３⑥）、特約業者の自己消費（旧法700の４①Ⅰ）及び元売業者の自己消費（旧法700の４①Ⅱ）によりみなす課税さ



　（　（　（　（２２２２）　）　）　）　課税対象課税対象課税対象課税対象とならないとならないとならないとならない軽油軽油軽油軽油のののの状況状況状況状況

① ②

外国船籍の船舶の船用品

そ の 他

58 13,247

58 13,247

12 247

漁 船

自 衛 隊

海 上 保 安 庁

そ の 他 12 247

3 6

1

1

1 12

125 163

国

地 方 公 共 団 体 1 1

委託を受けて農作業を行う者

農 地 の 造 成 又 は 改 良
を 主 た る 業 務 と す る 者

そ の 他 124 162

6 272

国

地 方 公 共 団 体

素 材 生 産 業 を 営 む 者 2 106

そ の 他 4 166

7 113

旧
　
　
法
　
　
第
　
　
七
　
　
百
　
　
条
　
　
の
　
　
六

セ メ ン ト 製 品 製 造 業 （ 生 コ
ン ク リ ー ト 製 造 業 を 除 く ）

電気通信事業法第2条第5号に規定する
電気通信事業者で総務省令で定めるもの

警 察 の 用 に 供 す る 通 信 設 備
を 設 置 し ､ 及 び 管 理 す る 者

放 送 法 第 2 条 第 3 号 の
2 に 規 定 す る 放 送 事 業 者

自 衛 隊 の 使 用 す る
機 械 を 管 理 す る 者

第
三
号
関
係

鉄 道 事 業

軌 道 事 業

普 通 徴 収 通告処分・告発

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

旧
法
第
七
百
条
の
五
関
係

輸 出

課 税 済 み

小　　　　計　　（Ａ）

引 取 課 税

第
一
号
関
係

船 舶

第
　
二
　
号
　
関
　
係

海 上 保 安 庁

消 防 庁 及 び 地 方 公 共 団 体

区　　　　　分

免税軽
油使用
者数等

数　量
（ｋｌ）

みなす課税

専 用 の 鉄 道 を 設 置 す る 者

専 用 側 線 に お い て 車
両 の 入 換 作 業 を 営 む 者

第
　
四
　
号
　
関
　
係

農 業 等

林 業 等

第
五
号
関
係

陶 磁 器 製 造 業

建 設 用 粘 土 製 品 製 造 業

生 コ ン ク リ ー ト 製 造 業



① ②

普 通 徴 収 通告処分・告発

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

件　数
税　額
（千円）

引 取 課 税

区　　　　　分

免税軽
油使用
者数等

数　量
（ｋｌ）

みなす課税

汽 力 発 電 装 置 の 助 燃

ガ ス タ ー ビ ン 発 電 装 置

31 4,862

5 562

エ チ レ ン 等 の 原 料 の 用 途

硝安油剤爆薬の原料の用途

ポリプロピレンの製造工程等

本 則 適 用

附 則 適 用

第 一 種 貨 物 利 用 運 送 事 業

第 二 種 貨 物 利 用 運 送 事 業

地 方 公 共 団 体

地 方 公 共 団 体 の 長
の 許 可 等 を 受 け た 者

国 土 交 通 大 臣 の
許 可 を 受 け た 者

7 40

2 24

1 54

1 2

3 202

2 12

208 6,571

266266266266 19,81819,81819,81819,818

旧
　
　
法
　
　
第
　
　
七
　
　
百
　
　
条
　
　
の
　
　
六

石 油 製 品 製 造 業

港 湾 運 送 業

鉱 物 の 採 掘 事 業

と び ・ 土 工 工 事 業

鉱 さ い バ ラ ス 製 造 業

化 学 工 業

倉 庫 業

貨 物 利 用 運 送 事 業

鉄 道 貨 物 積 卸 業

自 動 車 教 習 所 業

航 空 運 送 サ ー ビ ス 業

廃 棄 物 処 理 事 業

木 材 加 工 業

木 材 市 場 業

バ ー ク た い 肥 製 造 業

外 国 公 館 等 の暖 房 用 ボイ ラー 関 係 （ Ｄ）

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計　　　　　　　　　　　　((((ＡＡＡＡ)+()+()+()+(ＢＢＢＢ)+()+()+()+(ＣＣＣＣ)+()+()+()+(ＤＤＤＤ))))

索 道 事 業

ゴ ル フ 場 業

　　　　　 小　　　　　　　計　　　    （Ｂ）

ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 関 係 （ Ｃ ）

第
　
　
五
　
　
号
　
　
関
　
　
係

鉄 鋼 業

電 気 供 給 業

地 熱 資 源 開 発 事 業


